
1号 2号 3号 1号 2号 3号

1 新富町 新富町三丁目21－2 120 － ○ ○ 34 辻 辻四丁目7-21 130 － ○ ○

2 長沼 長沼二丁目18－31 130 － ○ ○ 35 入江 入江一丁目13-15 120 － ○ ○

3 上土 古庄四丁目2－11 120 － ○ ○ 36 清水 本町11－32 110 － ○ ○

4 田町 田町一丁目79 100 － ○ ○ 37 川原 川原町24-8 140 － ○ ○

5 服織 山崎一丁目17－1 120 － ○ ○ 38 駒越 迎山町4-15 80 － ○ ○

6 中藁科 大原1237 70 － ○ ○ 39 折戸 折戸五丁目8-1 70 － ○ ○

7 安倍口中央 安倍口団地3－1 60 － ○ ○ 40 三保 三保1601 90 － ○ ○

8 瀬名川 瀬名川一丁目21－40 155 － ○ ○ 41 飯田南 高橋四丁目4-56 130 － ○ ○

9 服織中央 羽鳥本町25－33 130 － ○ ○ 42 飯田北 石川本町11-92 170 － ○ ○

10 安東 安東三丁目11－17 255 ○ ○ ○ 43 高部中央 梅ヶ谷459-1 120 － ○ ○

11 藁科 吉津1 52 ○ ○ － 44 有度西 中之郷一丁目10-27 100 － ○ ○

12 西奈 瀬名三丁目24-25 100 ○ ○ － 45 有度北 長崎740-1 120 － ○ ○

13 安倍口 安倍口新田43-1 52 ○ ○ － 46 西久保 西久保438-1 90 － ○ ○

14 清沢 ※ 昼居渡66-2 18 ○ ○ － 47 横砂 横砂東町17-5 60 － ○ ○

15 井川 ※ 井川548-1 18 ○ ○ － 48 原 原45-5 130 － ○ ○

16 梅ヶ島 ※ 梅ヶ島544－4 18 ○ ○ － 49 庵原 庵原町1938 70 － ○ ○

17 大川※ 坂ノ上1239-4 18 ○ ○ － 50 興津南 興津中町562 60 － ○ ○

51 興津北 八木間町478 90 － ○ ○

【駿河区】 52 蒲原西部 蒲原中566-1 50 － ○ ○

No こども園名 住　所 定員 1号 2号 3号 53 蒲原東部 蒲原5092-3 90 － ○ ○

18 八幡 八幡二丁目15－20 90 － ○ ○ 54 由比中央 由比北田146 100 － ○ ○

19 用宗 用宗五丁目18－7 90 － ○ ○ 55 入山 由比入山1964 30 － ○ ○

20 東豊田中央 国吉田六丁目7－29 145 － ○ ○ 56 高部 押切996-2 130 ○ ○ －

21 小黒 小黒一丁目7－6 90 － ○ ○ 57 小島 小島町621-1 52 ○ ○ －

22 登呂 登呂三丁目19－1 170 － ○ ○ 58 小河内 小河内2693-2 45 ○ ○ －

23 丸子 丸子二丁目18－32 130 － ○ ○ 59 和田島 和田島694-1 52 ○ ○ －

24 中田 馬渕四丁目2－29 190 － ○ ○ 60 由比 由比377-1 75 ○ ○ －

25 中村町 中村町94 190 － ○ ○

26 下川原 下川原六丁目8－26 170 － ○ ○ No 園名 住　所 定員 1号 2号 3号

27 富士見台 富士見台二丁目11－44 140 － ○ ○ 61 葵待機児童園 葵区千代田三丁目3-25 6 － － ○

28 東新田 東新田四丁目1－40 170 － ○ ○ 62 駿河待機児童園 駿河区登呂三丁目2-29 18 － － ○

29 広野 広野六丁目11－1 100 － ○ ○ 63 清水待機児童園 清水区天神一丁目11-15 12 － － ○

30 高松 敷地二丁目7－14 160 － ○ ○
認定

区分 対象年齢 利用時間

31 久能 青沢240 45 ○ ○ － 1号 4時間程度

32 大谷 西大谷6-8 90 ○ ○ － 2号

33 東豊田 池田492-2 100 ○ ○ － 3号満3歳未満

2019年度静岡市公立園見学・実習先一覧                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜別表＞

【葵区】 【清水区】

【小規模保育施設】

認定区分
こども園名 住　所 定員No Noこども園名 住　所 定員

認定区分

・見学・実習の調整は支援センター（TEL：054-271-2110）が行います。受け入れについて園への

　お問合せはご遠慮ください。

・こども園等の受入状況により希望日に対応できない場合もございますので、御了承ください。

　　※ 中山間地の4園は、認定こども園に準じたこども園です。

※記載内容は2019年4月1日時点のものです。

満3歳以上

上限11時間または

上限8時間


